
古
文
書
に
お
け
る
「
差
（
さ
す
）
」
と
「
遣
（
つ
か
は
す
）
」
に
つ
い
て

三
　
保
　
忠
　
夫

は

じ

め

に

〝
古
文
霞
〃
の
基
本
的
な
表
現
方
法
を
究
明
す
る
た
め
、
先
に
、
「
尾
張
国

解
文
」
を
取
。
上
げ
、
こ
の
所
用
撃
の
用
法
に
つ
い
て
考
察
し
加
。
そ
の

結
果
、
〃
古
文
書
〃
に
も
、
一
定
の
こ
と
ば
ー
和
語
や
字
音
語
－
I
は
一
定

の
漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
は
、
一
定
の
ル
ー

ル
に
の
っ
と
っ
た
基
本
的
な
表
現
方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
本
稿
に
取
り

上
げ
る
標
記
の
「
差
」
も
そ
の
一
端
で
あ
る
。

こ
の
「
差
」
字
は
、
和
語
「
さ
す
」
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
従
来
、
こ
れ
を
「
聖
と
混
同
し
、
「
差
」
を
「
つ
か
は
す
」
と
解
し

て
し
ま
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
和
語
「
さ
す
」
そ
の
も
の
も
、
そ
の
意
味
、

用
法
を
十
分
に
理
解
し
て
き
た
と
は
み
う
け
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
に
、
「
差
（
さ
す
）
」
、
お
よ
び
、
「
遺
（
つ
か
は
す
）
」

に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
、
今
後
に
混
乱
の
生
じ
な
い
よ
う
整
理
し
て
お
き
た

い
。

．
ま
ず
、
「
さ
す
」
と
い
う
日
本
語
の
意
味
、
用
法
は
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
つ
か
は
す
」
と
の
関
係
に
つ
き
、
従
来
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
注
意
し
な
が
ら
、
仮
名
文
学
作
品
の
類

か
ら
用
例
を
ひ
ろ
い
、
次
の
よ
う
な
「
頭
巨
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
を
引

い
て
み
た
。

つ

か

さ

　

　

　

　

お

ほ

　

　

　

　

　

0

　

0

○
　
か
の
十
五
日
、
可
く
に
仰
せ
て
、
紡
匝
少
将
高
野
の
お
は
く
に
と
い
ふ

つ

か

さ

　

　

　

　

　

　

　

っ

か

け

人
を
さ
し
て
、
六
衛
の
司
あ
ほ
せ
て
二
千
人
の
人
毛
什
喝
が
家
に
遺
す
。

く
圭

（
竹
取
物
語
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
六
一
員
）

「
A
［
特
定
固
有
の
人
物
］
を
さ
し
て
B
に
遣
わ
す
」
と
い
う
構
文
は
後
述

の
和
化
漢
文
な
ど
に
お
け
る
と
こ
ろ
と
も
通
じ
て
い
る
。
そ
の
文
章
と
漢
文
と

の
関
わ
り
が
、
こ
う
し
た
点
に
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
頭
注
に
は
、
「
「
さ
し
て
」

は
、
指
名
し
て
。
」
と
あ
る
（
阪
倉
篤
義
校
注
）
。

○
兵
術
鮎
は
な
れ
て
の
ち
、
艶
鶴
野
賦
人
に
割
れ
て
い
さ
け
。
。

（
大
和
物
語
、
一
三
段
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
二
九
〇
頁
）

「
さ
す
」
に
つ
い
て
の
頭
注
は
な
い
（
阿
部
俊
子
・
A
昇
源
衛
校
注
）
。



う

さ

つ

か

ひ

　

－

　

　

ノ

、

た

○
　
蔵
人
の
源
少
将
、
宇
佐
の
硬
に
さ
、
れ
て
下
る
に
、
そ
れ
よ
り
…
…

（
宇
津
保
物
語
、
菊
の
宴
、
日
本
古
典
文
学
大
系
二
・
七
二
貢
）

頭
注
に
、
「
「
さ
す
」
　
（
差
）
の
未
然
形
に
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
が
接
続

し
た
も
の
。
「
請
下
差
良
家
子
一
為
中
使
者
上
」
（
欽
明
紀
廿
二
年
九
月
）
。

二

遣
わ
す
、
や
る
。
」
と
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
藤
裏
葉
の
例
が
引
か
れ
て
い

る
（
河
野
多
麻
謙
繕
巨
　
　
　
　
　
も
の

O
　
「
わ
ざ
と
、
陵
さ
ゝ
れ
た
り
け
る
を
。
は
や
う
物
し
給
へ
」
と
、
ゆ
る
し

○

た
ま
ふ
。

（
源
氏
物
語
、
藤
裏
某
、
日
本
古
典
文
学
大
系
三
二
八
七
亘
）

頭
注
に
、
「
使
者
を
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
ね
え
。
」
と
あ
る
（
山

岸
徳
平
板
注
）
。

○
　
其
ノ
後
、
自
乗
ヲ
経
ル
こ
、
后
被
免
等
。
后
、
「
偏
二
此
レ
、
長
谷
ノ

観
音
ノ
臥
ソ
」
ト
知
テ
、
瞥
響
、
多
ノ
財
物
ヲ
令
持
メ
テ
、
日
本
。

ヽ

送
テ
長
谷
ノ
観
音
二
奉
ル
。
其
ノ
中
こ
、
大
府
ナ
鈴
・
鏡
・
金
ノ
簾
有
り

千
今
彼
ノ
山
こ
納
メ
置
ク
リ
。

（
今
昔
物
語
集
、
巻
第
十
六
、
新
羅
后
蒙
国
王
答
得
長
谷
観
音
助
語
第
十

九
、
日
本
古
典
文
学
大
系
三
・
四
六
二
亘
）

頭
注
に
は
、
「
つ
か
わ
し
て
。
」
と
あ
る
（
山
田
孝
雄
、
山
田
忠
雄
、
山
田

英
雄
、
山
田
俊
雄
校
注
、
料
和
四
〇
年
一
月
、
第
三
刷
）
。

ど

も

　

　

　

　

0

　

　

－

○
　
後
に
、
后
、
も
ち
給
へ
る
宝
共
を
お
は
く
、
陵
を
さ
し
て
長
谷
寺
に
奉
り

な
息拾

。
そ
の
中
に
大
な
る
す
ゞ
、
か
ゞ
み
、
か
ね
の
す
だ
れ
、
今
に
あ
り
と

ぞ
。

（
宇
治
拾
遺
物
語
、
一
七
九
、
新
羅
国
后
金
柑
事
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、

三
九
四
貢
）

右
の
冠
「
昔
物
語
集
』
の
類
話
で
あ
る
。
頭
注
に
、
「
他
動
四
。
指
名
す
る
。

任
命
す
る
山
と
し
て
『
大
和
物
語
』
　
二
三
段
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
（
波
辺
綱

唱
西
尾
光
二
枚
婚
㍉
　
つ
か
ひ
－
　
み

〇
　
六
十
五
年
秋
任
那
ノ
国
、
叔
ヲ
サ
シ
テ
御
ツ
キ
ヲ
タ
テ
マ
ツ
ル

（
神
皇
正
統
記
、
崇
神
天
皇
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
七
三
頁
）

頭
注
に
、
「
陵
を
派
遣
す
る
。
使
者
の
名
、
蘇
那
局
叱
知
（
そ
な
か
し
ち
）
。
」

と
あ
る
（
岩
佐
正
校
注
）
。

以
上
、
仮
名
文
学
作
品
の
類
に
お
け
る
多
少
の
用
例
と
、
従
来
に
お
け
る
そ

の
解
釈
の
一
端
と
を
引
用
し
た
。
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
　
「
さ
す
（
差
）
」

の
解
釈
と
し
て
、
大
体
、
二
様
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

〔
Ⅹ
〕
－
「
つ
か
は
す
」
、
ま
た
は
、
「
や
る
」
、
「
陵
者
を
向
け
る
」
、

「
陵
を
派
遣
す
る
」
な
ど
と
解
釈
す
る
も
の
。

『
宇
津
保
物
語
」
、
『
顧
氏
物
語
』
、
冠
ユ
首
物
語
集
』
、
『
神

皇
正
統
記
』
等
の
頭
注
。

〔
Y
〕
－
「
指
名
す
る
」
、
「
任
命
す
る
」
な
ど
と
解
釈
す
る
も
の
。

『
竹
取
物
語
』
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
等
の
頭
注
。

〔
Ⅹ
〕
の
解
釈
は
、
和
語
「
つ
か
は
す
」
に
対
し
て
も
可
能
で
あ
る
。
和
語

の
「
さ
す
」
と
「
つ
か
は
す
」
と
の
間
に
、
何
の
差
異
も
あ
る
い
は
、
ど
れ

ほ
ど
の
差
異
も
認
め
な
い
も
の
で
あ
う
っ
。
そ
れ
に
対
し
、
〔
Y
〕
の
解
釈
は
、

こ
れ
を
「
つ
か
は
す
」
に
宛
て
は
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「
さ
す
」
と

「
つ
か
は
す
」
と
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
ろ
つ
。
妥
当
な
解
釈
は
、
二
様
の
内
、

い
ず
れ
の
方
で
あ
ろ
う
か
。

0
0

『
竹
取
物
語
』
に
は
、
「
勅
陵
」
と
し
て
固
有
の
人
物
を
「
さ
し
て
」
と
あ

玖
こ
れ
を
、
六
街
府
の
二
千
人
と
一
緒
に
竹
取
が
家
に
「
遺
す
」
と
あ
る
。

二
語
間
の
意
味
上
の
相
違
は
明
白
で
あ
る
。
『
大
和
物
語
』
に
は
、
固
有
の
人

物
が
特
定
の
役
目
に
「
さ
1
れ
て
い
き
け
り
」
と
あ
る
。
『
顧
氏
物
語
』
に
は
、

－7－



「
わ
ざ
と
」
　
「
使
」
に
「
さ
1
れ
た
り
け
る
を
」
と
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
」

に
は
、
后
が
財
物
の
奉
納
の
た
め
に
「
使
ヲ
差
テ
」
、
こ
れ
を
日
本
に
「
送
之

と
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
『
神
皇
正
統
記
」
に
も
　
「
陵
を
さ
し
E

と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
「
さ
す
」
と
は
、
「
つ
か
は
す
」
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
ツ
カ
ハ
ス
こ
と
と
な
る

場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
さ
す
」
の
本
義
は
、
「
特
定
の
役
目
の
た
め
に

特
定
固
有
の
人
物
を
運
ん
で
指
名
す
る
」
、
ま
た
は
、
「
特
定
固
有
の
人
物
を

指
定
し
て
役
目
に
あ
て
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
右
の
二
様
の
内
で
も

〔
Y
〕
の
方
は
適
切
な
解
釈
と
い
っ
て
よ
い
が
、
〔
Ⅹ
〕
の
方
は
正
解
と
す
べ

き
で
な
い
。
こ
れ
は
、
「
さ
す
」
と
「
つ
か
は
す
」
と
を
混
同
し
た
も
の
と
み

う
け
ら
れ
る
。

二

「
さ
す
」
と
い
う
和
語
は
、
先
の
F
A
孟
日
物
語
集
』
に
み
る
よ
う
に
、
コ
芭

字
で
表
記
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
の
よ
う
で
あ
る
。
『
色
菓
芋
類
抄
』
に
も
次
の

よ
う
に
あ
る
（
＊
印
の
字
に
は
合
点
が
あ
る
）
。＊

か
錯
念
酎
学
使
也
　
刺
（
十
三
字
略
）
巳
上
同

（
前
田
本
、
下
4
8
ウ
2
、
サ
部
、
辞
字
）

「
指
」
に
は
「
示
也
」
、
「
差
」
に
は
「
差
使
也
」
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
、

用
法
上
の
注
が
あ
る
。
先
の
『
宇
津
保
物
語
」
、
『
療
氏
物
語
』
そ
の
他
の
用

法
か
ら
す
れ
ば
、
対
象
と
す
べ
き
は
「
差
」
字
で
あ
り
、
こ
の
「
差
陵
也
」
と

の
用
法
は
、
消
息
用
の
慣
用
的
語
句
を
集
め
た
『
消
息
詞
』
天
正
十
五
年
本
に

と
み
え
る
（
四
丁
ウ
3
）
。
実
際
の
文
章
に
も
殊
に
、
古
文
書
に
は
、
「
差

使
」
や
「
差
専
使
」
と
い
う
表
現
の
多
く
み
え
る
こ
と
、
後
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
考
　
「
つ
か
は
す
」
と
い
う
和
語
は
、
「
追
」
字
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る

の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
『
色
菓
芋
類
抄
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
こ
の
項
に

は
「
差
」
字
は
み
え
て
い
な
い
。

追
ッ
ヵ
ハ
ス
陵
信
廻
脚
聖

（
黒
川
本
、
中
2
7
ウ
4
、
ツ
輿
辞
冨

②

こ
れ
に
関
連
し
、
小
林
芳
規
博
士
の
繰
返
し
、
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ

屯

サ
y
r
　
　
　
　
セ
γ
シ
ヲ

差
二
　
専
使
－

懲
即
ち
、
「
追
」
は
、
「
令
」
、
「
陵
」
の
類
義
字
で
あ
る
が
、
和
化
漢

文
の
類
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
「
使
い
分
け
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

令
＝
し
む
　
　
　
　
　
（
助
動
詞
）

使
＝
　
つ
か
ひ
、
つ
か
ふ
（
名
詞
、
動
詞
）

通
日
　
つ
か
は
す
　
　
　
（
動
詞
）

こ
う
し
た
三
字
間
に
お
け
る
「
陵
い
分
け
」
は
、
古
文
書
一
般
に
も
広
く
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
母
っ
。
字
音
語
を
形
成
す
る
場
合
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
、

用
法
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
「
差
」
が
和
語
「
さ
す
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
遍
」

と
の
問
に
「
陵
い
分
け
」
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
「
差
」
は
「
つ
か
は
す
」
を
表
わ
す
も
の
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。

○
　
太
政
官

天
台
法
華
玄
記
〔
弟
－
拾
巻

文
勾
〔
句
〕
拾
巻

有
被
　
内
裏
宣
偶
、
如
聞
件
経
、
在
東
大
寺
寺
主
賢
高
禅
師
巧
宜
井

8



彼
禅
師
奉
請
者
、
餌
差
玄
蓄
少
属
少
初
位
上
安
倍
朝
臣
加
笠
、
充
幣
屈

③（
太
政
官
符
、
延
暦
二
十
四
年
二
月
二
十
五
日
）

○
駈
内
舎
人
従
六
位
下
安
倍
朝
臣
広
王

右
、
被
内
侍
宣
偶
、
為
太
上
天
皇
御
霊
、
宜
令
奈
艮
七
大
寺
衆
僧
一

－
〇
七
日
読
経
、
者
今
依
宣
旨
件
人
差
使
、
令
音
名
番
向
東
大
寺
、
乞
察
此

状
、
始
自
今
月
廿
六
日
迄
チ
来
十
月
三
日
、
如
法
行
道
、
至
心
読
詞
、

委
曲
之
旨
、
亦
在
鮎
ロ
、

右
二
餌
絹
に
謳
信
班
毎
繹
な
わ
れ
て
お
。
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
、

…
…
帥
撃
的
試
し
も
野
趣
て
、
融
撃
。

と
解
読
さ
れ
、
後
者
は
、

て
ぺ
れ
ば
、
車
欝
に
り
融
裳
恕
如
レ
・
那
㌘
融
ら
し
て

と
ノ
だ
い
じ
む
か

東
大
寺
に
向
わ
し
む
。

と
解
読
さ
れ
て
い
る
（
川
崎
庸
之
担
当
）
。

し
か
し
、
「
差
」
は
「
つ
か
は
す
」
こ
と
で
は
な
い
、
安
倍
勧
笠
と
い
う
特

定
の
人
物
、
安
倍
広
主
と
い
う
特
定
の
人
物
を
、
「
使
」
と
し
て
選
び
指
定
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
勘
海
国
中
台
省
牒
上
日
本
国
太
政
官

0応
劃
入
現
貴
国
使
政
堂
省
左
允
賀
福
延
洋
行
従
党
佃
伍

一
人
使
朗
政
堂
省
左
允
賀
福
延

一
人
嗣
陵
王
宝
噂

二
人
判
官
高
文
喧
烏
孝
順

（
以
下
、
録
事
、
訳
語
、
史
生
、
天
文
生
等
を
略
す
）
．

．
～
○

牒
奉
　
処
分
日
城
東
遥
遼
陽
酉
阻
、
（
中
略
）
、
宗
吾
追
使
、
麦
至

干
A
へ
宜
遵
旧
軍
欽
修
観
礼
、
謹
劃
政
堂
省
左
允
貿
福
延
命
観
．
貴
国
、

者
准
状
牒
上
日
本
国
太
政
官
、
謹
録
牒
上
、
謹
硬
、

（
勘
海
国
朕
、
成
和
十
二
年
閏
九
月
二
十
五
閲
）

こ
れ
は
日
本
人
の
起
草
に
か
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
成
和
十
一
年
と
は
、

即
本
の
承
和
八
年
（
八
四
一
）
に
相
当
す
る
。
。
れ
に
つ
い
て
も
「
解
読
・
解

芭
控
諸
賢
誇
痺
綿
転
れ
に
よ
れ
ば
、

応
に
差
し
て
貴
国
に
入
致
せ
し
む
ペ
L
幣
…
：

し
よ
も
た
ら
つ
か
い
つ
か
わ

宙
を
貫
し
陵
を
遺
し
て
、
…
（
受
璽
ル
姦
望
省
左
允
賀
福
建
舞
レ
て

新
評
論
せ
し
め
よ
。

の
よ
う
に
解
読
さ
れ
て
い
る
（
三
上
次
男
・
解
説
、
増
田
椅
「
担
当
『

「
追
」
は
、
蝉
に
「
陵
」
を
目
的
語
と
し
、
「
差
」
は
特
定
固
有
の
人
物
を

目
的
語
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
遣
」
は
使
者
を
「
つ
か
は
す
」
こ
と
で
あ
り
、

「
差
」
は
、
そ
の
陵
の
た
め
に
人
選
し
、
指
名
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
諸
例
に
お
け
る
「
差
」
は
「
つ
か
は
す
」
と
解
釈
す
べ

卓
も
の
で
は
な
い
。
『
竹
取
物
語
」
や
『
色
葉
字
類
抄
』
な
ど
を
参
照
し
て
も

こ
れ
ら
は
正
し
く
「
さ
す
」
と
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
古
文
書
に
お
け
る

用
例
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。

○

　

　

－

㈹
　
撰
幹
了
之
使
、
差
暴
悪
之
人
、
令
勘
ヱ
晶
切
焼
、

（
尾
張
図
解
文
、
第
八
条
、
永
延
二
年
十
一
月
八
日
）

何
入
部
之
炉
呵
責
之
問
、
（
中
略
）
、
強
差
賄
賂
之
時
、
備
致
阿
容
（
同
、

努
十
四
条
）

「
尾
張
国
解
文
」
％
逐
条
に
つ
き
、
総
合
的
な
、
か
つ
、
詳
細
な
研
究
を
な

さ
れ
た
阿
部
猛
博
士
は
、
こ
れ
ら
に
「
つ
か
は
す
」
と
の
読
本
を
示
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
ヽ
　
こ
の
解
文
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
例
が
み
え
て
い
て
、



こ
れ
ら
に
は
「
さ
す
」
と
付
訓
さ
れ
て
い
る
・
（
こ
の
他
、
一
例
」
「
所
由
差
法
」

と
の
熟
語
が
あ
る
）
。

H
　
而
為
宥
子
蛭
伴
類
、
不
知
法
条
所
差
、
只
任
貪
欲
之
催
、
無
状
顧
狂
心
之

輩
、
（
算
十
六
条
）

⇔
一
請
被
鼓
断
、
非
旧
例
、
国
雄
色
人
升
部
内
人
民
等
、
劃
則
夫
垣
京

都
朝
妻
両
所
、
令
運
送
雑
物
事
、
（
罪
二
十
三
条
）

㈹
一
条
　
全
付
公
帳
前
司
域
的
巳
分
割
官
物
事
、
（
琴
二
十
一
条
）

こ
こ
で
、
阿
部
博
士
は
、
同
一
の
「
差
し
字
を
同
じ
く
動
詞
で
「
つ
か
は
す
」

と
「
さ
す
」
と
の
二
様
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
面
的
な
解
釈
は
、

古
文
書
で
は
確
か
に
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
別
稿
）
。
だ
が
、
今
の
場
A
q
．

そ
の
必
然
性
は
な
′
＼
　
こ
れ
で
は
読
者
の
側
に
混
乱
を
招
き
や
す
く
、
従
っ
て
、

古
文
宙
作
成
者
の
意
図
し
た
表
現
内
容
も
正
し
く
伝
達
さ
れ
な
い
惧
れ
が
あ
る
。

古
文
書
の
使
命
は
、
相
手
に
寧
窄
相
手
を
行
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
公
家

の
日
記
類
と
大
き
く
相
違
す
る
の
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。
そ
の
文
字
表
現
の
方

法
も
決
し
て
盗
意
的
な
も
の
で
な
く
、
常
に
読
者
の
側
へ
の
配
慮
が
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
「
差
」
字
の
に
な
う
和
語
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
的
の

場
合
、
「
差
」
は
「
按
」
と
は
ば
同
義
で
、
暴
悪
の
輩
を
使
者
と
し
て
選
び
、

∴
二
二
㍉
㍉
㍉
二
言
∵
㍉
㍉
．
∵
－

サ
レ
テ

は
、
一
定
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
贈
収
さ
れ
る
金
品
で
あ
り
、
そ
の
み
か
え

り
ほ
、
当
初
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。
「
差
」
は
、
賄
賂
の
そ
う
し
た
性

「
。
〕
＋
∵
∵
∴
、
。
二
二
二
三
‥
二

の
三
字
も
み
え
て
い
る
。

H
以
下
の
諸
例
に
つ
き
、
こ
れ
ら
を
「
さ
す
」
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

阿
部
博
士
の
読
本
の
ま
ま
で
よ
か
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
「
尾
張
国
解
文
」
に
お
け
る
、
動
詞
と
し
て
の
「
差
」
字
五
例

は
、
役
目
を
指
定
す
る
、
そ
の
役
に
指
名
す
る
、
ま
た
は
、
規
定
す
る
、
定
め

る
、
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
み
な
「
さ
す
」
と
解
し
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

∴
二
言
二
三
．
二
一
∴
∴
二
㍉
㍉
工
、

お
け
る
「
差
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
国
史
学
、
古
文
古
学

の
方
面
か
ら
の
解
釈
、
読
解
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
と
い
っ
た
論
証
も
根
拠
も

示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
小
山
氏
は
、
国
語
学
、
就
中
、
記
録
語
の
研
究
者
で
あ

り
、
こ
の
「
差
」
字
を
「
つ
か
は
す
」
と
認
定
す
る
に
つ
い
て
も
、
「
次
の
よ

う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
漢
字
の
あ
ら
わ
す
和
語
を
わ
た
く
L
に
推
定
し
た
。
」

と
述
べ
ら
れ
、
然
る
べ
き
方
法
、
根
拠
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
根
拠
と
は
、
諸
橋
轍
次
博
士
著
『
大
漢
和
辞
典
』
に
引
用

す
る
「
隊
余
叢
考
、
差
」
の
所
説
で
あ
る
。
小
山
氏
は
、
そ
の
一
部
だ
け
を
引

か
れ
た
が
（
次
の
＊
印
以
下
の
部
分
）
、
こ
こ
で
は
全
文
を
引
用
す
る
。

O
　
「
差
」
軍
　
国
　
（
集
喝
初
任
切
＜
佳
韻
平
声
＞
）
、
㊧
「
つ
か
は
す
。

派
遣
」
の
語
釈
。
［
隊
余
叢
貴
、
差
］
の
引
用
文
。

官
府
道
r
役
、
軋
日
′
差
、
顔
師
古
匡
謬
正
俗
目
、
詩
云
、
既
差
二
我
馬
「

毛
伝
云
、
差
、
択
唱
謂
ヱ
択
－
取
強
壮
者
一
、
今
云
差
科
、
亦
此

＊

　

　

　

　

　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

　

　

こ

　

　

】

意
、
迫
′
人
目
レ
差
、
蓋
亦
謂
三
辣
ュ
択
其
人
可
r
応
r
役
者
一
耳

（
大
漢
和
辞
典
、
巻
第
四
、
三
七
七
頁
）

小
山
氏
は
、
こ
の
「
冶
入
日
差
」
を
「
つ
か
は
す
」
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
不
審
で
あ
る
。
諸
橋
博
士
の
「
語
釈
」
の
し
か
た
に
も
問
題
が
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あ
る
が
、
こ
の
「
差
」
は
「
遺
」
と
全
同
で
は
な
い
。
即
ち
、
文
中
、
「
差
」

と
は
「
秒
に
遣
は
す
」
こ
と
だ
と
あ
る
。
ま
た
、
「
加
を
迫
は
す
」
こ
と
だ
と

あ
る
。
（
強
壮
の
馬
を
え
ら
ん
で
自
分
の
馬
に
指
定
す
る
こ
と
、
ま
た
、
）
そ

の
役
目
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
え
ら
び
出
し
、
使
者
と
し
て
遣
わ
す
こ
と
が
「

差
」
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
「
差
」
が
日
本
語
の
「
さ
す
」
に
相

当
す
る
こ
と
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

中
国
語
と
し
て
の
「
差
」
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
「
ツ
カ
ハ
ス
」
と
訓
読
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
唐
代
、
開
元
六
年
（
七
一
八
年
）
に

な
っ
た
『
金
剛
波
若
経
集
験
記
』
の
石
山
寺
本
平
安
初
期
点
に
は
、
次
の
よ
う

な
付
訓
が
あ
轡

劃
首
望
張
蘭
、
往
濾
州
、
掩
捉

「
ツ
カ
バ
　
（
し
て
）
」
の
白
点

王
今
遣
、
取
公
来

・
「
ツ
カ
バ
セ
リ
」
の
朱
点

「
差
」
、
・
「
遺
」
に
「
ツ
カ
ハ
ス
」
と
付
訓
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
訓
点
資
料
の
傍
訓
を
も
っ
て
、
直
ち
に
古
記
録
、
古
文
司
そ
の
他
の
和

化
漢
文
の
類
に
お
け
る
用
字
法
を
云
々
す
る
の
は
、
適
切
で
な
い
。
漢
籍
や
仏

典
を
「
よ
む
」
こ
と
と
和
化
漢
文
の
類
を
「
よ
む
」
こ
と
と
は
大
き
く
相
達
す

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
訓
点
資
料
と
関
わ
り
が
深
い
と
さ
れ
る
『
観
智
院
本
類
策
名
義
抄
』

を
参
照
す
る
と
、
こ
こ
に
は
、
「
差
」
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
和
訓
が
掲
出
さ

れ
て
い
る
（
併
下
末
二
八
1
、
声
点
略
）
。

ナ
カ
バ
　
サ
ス
　
イ
ユ
エ
ラ
フ
　
タ
カ
フ
　
シ
ナ
　
マ
サ
レ
ラ
ク

サ
シ
テ
　
ア
テ
、
　
カ
タ
チ
カ
ヒ
　
シ
サ
イ
　
シ
ナ
！
′
＼

し
か
し
、
こ
こ
に
、
サ
ス
、
サ
シ
テ
は
あ
っ
て
ー
屯
　
ツ
カ
ハ
ス
が
な
い
こ
と

に
注
意
さ
れ
る
。
「
差
」
字
と
和
語
「
つ
か
は
す
」
と
の
問
に
は
、
か
な
h
ソ
の

距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

仮
名
で
「
さ
す
」
と
表
記
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
わ
ざ
わ
ざ
「
つ
か

は
す
」
と
解
釈
す
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
「
差
」
が
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
も
無

理
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
差
」
の
意
埠
用
法
に
つ
き
、
ま
た
、
「
迫
」

と
の
相
違
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。
比
較
的
都
合
の
よ
い
用
例
は
古

文
宙
に
求
め
得
る
。

○
　
太
政
官
符
左
京
職

応
修
理
佐
保
川
堤
六
処

築
堤
二
処

掘
四
処

応
役
軍
功
三
百
七
十
六
人

○陵
左
衛
士
員
外
佐
従
五
位
上
武
蔵
宿
祢
不
破
麻
呂
従
三
人

主
税
助
外
従
五
位
下
日
置
道
道
形
　
従
三
人

左
京
大
進
正
六
位
上
尾
張
連
里
人
　
従
三
人

○
ヽ
く
一
t
ノ
ヽ
ノ

以
前
被
内
臣
正
三
位
藤
原
朝
臣
宣
偶
、
修
理
川
堤
差
件
人
等
充
使
発
追
考

職
宜
承
知
、
早
速
修
垣
　
（
略
）
、
亦
酔
依
例
供
給
、
但
五
位
巳
上
出
役

夫
食
考
灸
欝
兵
家
充
、
符
到
奉
筍

（
太
政
官
符
、
宝
亀
四
年
二
月
三
十
日
、
寧
菜
遺
文
、
七
　
三
三
七
頁
）

「
件
人
等
」
と
は
標
記
の
人
物
達
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
「
差
」
し
て
「
使
二

奉
ア
テ
、
発
追
セ
ヨ
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
「
差
一
】
〔
特
定
固
有
の
人
物
〕
一
、

売
り
使
、
発
遣
」
と
い
う
構
文
が
み
て
と
れ
る
。
「
差
」
、
「
遣
」
は
と
も
に

動
詞
で
あ
る
が
、
「
差
」
は
、
そ
の
役
目
の
た
め
に
人
選
す
る
こ
と
、
選
ん
で
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指
名
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
迫
」
は
、
こ
れ
を
「
つ
か
は
す
」
こ
と
で
あ
る
。

0
　
右
折
宮
下
　
摂
津
国
井
広
田
杜

駈
右
史
生
安
倍
久
桂
　
　
従
参
入

使
部
弐
人
　
　
　
　
従
各
壱
人

右
・
右
大
臣
弓
為
朝
遂
行
彼
社
狩
猟
神
事
、
差
件
等
人
宛
呼
剰
報
即

件
、
（
略
）

（
官
宣
旨
案
、
正
元
二
年
二
月
十
四
日
、
鎌
倉
遺
文
十
一
・
三
八
四
亘
）

「
件
等
人
」
と
は
冒
頭
の
久
種
以
下
で
あ
る
。
「
差
」
と
「
迫
」
、
お
よ
び
、

つ
か
ひ
　
　
　
し
む

「
陵
」
、
「
令
」
の
四
字
間
の
使
い
分
け
も
明
瞭
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
構
文
に
よ
り
、
「
差
」
と
「
遺
」
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
次
の
、
「
差
一
い
［
特
定
固
有
の
人
物
］
∴
迫
」
と
い
う
構
文
で
も
同
様

で
あ
ろ
う
。

○
　
被
太
政
大
臣
亘
偶
、
備
前
国
鹿
田
荘
者
、
任
度
々
官
符
旨
召
国
司
寄
人

等
殊
被
苛
貫
之
由
、
度
々
言
上
。
佃
去
年
十
二
旦
為
聞
其
実
否
∴
劃

ヽ
ノ
ヽ
′
l
′
ヽ

左
京
大
属
買
髪
部
久
蟹
、
下
追
彼
国
。
（
略
）

（
太
政
官
符
、
寛
和
二
年
十
一
月
二
十
日
、
朝
野
群
載
、
巻
第
七
、
国
史

大
系
）

事
実
調
査
の
た
め
に
久
聖
を
指
名
し
、
備
前
国
へ
派
遣
す
る
の
意
で
あ
る
。

「
差
」
と
い
う
行
為
の
後
に
、
「
下
追
」
と
い
う
行
為
が
行
な
わ
れ
る
。
「
差
」

と
「
遺
」
と
は
別
語
で
あ
る
。

○
　
太
政
官
符
安
芸
国
司

’
．
、
′
ヽ

僧
都
楽
　
追
伊
都
岐
鴫
社

令
斎
梯
舎
利
壱
拉
壷
　
入
銀
壷
壱
口

右
、
正
二
位
行
権
大
納
言
兼
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
隆
季
買
奉
勅
差
件
僧

（

／

l

’

発
向
彼
社
、
須
下
知
牧
宰
充
食
参
具
馬
壱
疋
令
得
往
還
、
路
次
之
国
亦
宜

准
比
、
（
略
）

（
太
政
官
筍
承
安
二
年
二
月
二
十
八
鴫
）

「
件
僧
」
は
「
僧
都
楽
」
で
、
こ
れ
を
使
者
と
し
て
「
差
」
し
、
伊
都
岐
鴫

社
へ
「
発
向
」
し
た
の
で
あ
る
。
「
発
向
」
は
「
迫
」
に
同
義
で
あ
る
。

t
．
′
t
ノ
．

〇
江
州
逆
賊
進
攻
寄
、
仇
守
護
関
々
、
警
固
路
々
、
（
略
）
、
不
可
令
往
返

上
下
請
人
、
但
於
罷
向
入
道
大
相
国
・
前
右
大
将
井
彼
一
族
許
之
輩
口
、

尋
問
交
名
、
劃
酬
配
車
可
軋
利
之
由
、
□
依
新
院
御
気
色
執

達
如
件
、

（
高
倉
上
皇
院
宣
、
治
承
四
年
十
一
月
二
十
二
日
頃
カ
、
平
安
遺
文
八
・

三
〇
〇
八
頁
）

○
右
権
中
納
言
源
朝
臣
定
実
白
雪
奉
均
為
令
催
沙
汰
正
八
幡
宮
遷
宮

、
ノ
＼
ノ
ヽ
′

神
宝
御
装
束
等
事
・
劃
件
等
人
、
発
遺
如
件
、
府
宜
承
知
、
駈
あ
経
彼
之

問
、
依
例
給
食
馬
、
路
次
之
国
亦
宜
准
比
、
官
符
追
下
、

（
官
宣
旨
案
、
文
応
元
年
八
月
二
十
三
日
、
鎌
倉
遺
文
十
二
・
一
七
頁
）

「
件
等
人
」
に
は
「
紀
国
重
」
と
の
編
者
傍
注
が
あ
る
が
（
竹
内
理
三
博
士
）
、

こ
れ
も
選
択
さ
れ
、
名
ざ
し
さ
れ
た
人
物
で
あ
ろ
・
ス

下
に
「
追
」
を
伴
な
わ
な
い
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
「
差
」
自
身
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
右
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

l
ヽ
ノ
．
ヽ

○
右
、
被
今
月
六
日
内
宣
偶
件
経
律
等
目
録
、
暫
時
令
請
者
、
今
依
宣
旨

劃
竪

．
子
上
君
麻
呂
、
充
恥
部
ぎ
請
、
具
状
、
故
牒
、

（
道
鏡
哩
天
平
宝
≡
ハ
年
六
月
七
q
大
日
本
古
文
書
五
・
二
三
八
頁
）

宣
旨
に
よ
っ
て
竪
子
上
君
麻
呂
を
「
差
」
し
、
「
使
二
充
テ
…
…
」
と
あ
る
。

「
差
」
の
目
的
語
は
特
定
固
有
の
人
物
名
で
あ
る
。

○
太
政
官
符

応
差
健
児
事
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大
和
国
出
入
　
河
内
国
州
人
　
和
泉
国
廿
人
　
（
略
）

以
前
被
右
大
臣
昌
喝
奉
　
勅
。
今
諸
国
兵
士
。
除
辺
要
地
之
筏
皆
従

停
廃
。
其
兵
庫
鈴
蔵
及
国
府
等
類
。
宜
差
健
児
以
充
守
衛
。
宜
簡
差
郡
司

l

′

’

C

子
弟
。
作
番
令
守
。

（
太
政
官
符
、
延
層
十
一
年
六
月
十
四
日
、
類
衆
三
代
格
、
巻
第
十
八
、

新
訂
増
補
国
史
大
系
、
後
項
五
五
九
貢
）

誰
で
も
「
健
児
」
に
な
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
健
児
」
は
、
お
も
に
地
方

有
力
者
の
子
弟
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
簡
」
の
意
も
エ
ラ
ブ
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
し
て
、
「
差
」
は
「
さ
す
」
、
「
追
」
は
「
つ
か
は
す
」
と
い

う
意
味
上
の
相
違
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

古
文
書
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
屯
情
況
は
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
奈

良
時
代
の
例
と
し
て
次
が
あ
る
。

○
　
有
以
二
神
亀
年
中
＝
、
大
事
府
差
二
筑
前
国
宗
像
郡
之
百
姓
宗
形
部
津

麿
「
充
一
対
馬
送
レ
根
船
抱
師
一
、
喝
干
r
時
、
津
麿
詣
一
一
於
浮
屋

郡
志
賀
村
白
水
郎
荒
雄
之
許
一
語
日
、
（
略
）
、
津
麿
日
、
府
官
差
r
僕

充
二
対
馬
送
r
恨
船
柚
師
一
、
容
歯
衰
老
、
不
適
二
海
路
一
。
故
来
祖

侯
。
願
乗
二
相
書
－
兵
。
於
r
是
荒
堆
許
諾
、
遂
従
二
彼
事
l
、
自
l
面

前
国
松
浦
県
美
祢
艮
久
埼
　
発
舶
、
直
射
二
一
対
馬
一
波
忘
㍗
登
時
忽
天

暗
冥
、
暴
風
交
r
雨
、
寛
無
二
帆
風
l
、
沈
二
没
海
中
】
焉
　
（
略
）

（
万
葉
集
、
巻
士
ハ
、
三
八
六
九
左
往
日
本
古
典
文
学
大
系
四
・
一

五
七
頁
）

「
差
」
に
つ
き
、
「
つ
か
わ
し
て
。
」
と
の
頭
注
が
あ
る
が
（
高
木
市
之
助
、

五
味
智
英
、
大
野
晋
校
注
）
、
こ
れ
で
は
、
（
他
な
ら
ぬ
）
津
麿
を
名
ざ
し
し

て
、
の
意
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
。
適
切
な
解
釈
と
は
い
え
な
い
。
韓
麿
は
、

き
っ
と
、
名
っ
て
の
枢
師
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

平
安
時
代
の
公
家
の
日
記
か
ら
若
干
の
例
を
引
ノ
ヽ

〇
　
十
九
日
、
興
福
寺
僧
等
来
、
奉
加
賀
巻
数
、
劃
少
将
奉
入
、
便
有
勅
宣
＃

布
鞄
但
内
蔵
宮
人
頒
布
施
来
〔
米
〕
也
、

廿
一
日
、
酉
、
中
宮
奉
賀
天
皇
、

廿
三
日
、
山
座
主
・
三
桐
等
、
加
賀
巻
数
将
環
町
劃
少
将
奉
入
、
有
勅

答
・
布
施
等
如
山
階
、

（
貞
信
公
司
延
長
二
年
十
二
月
十
九
日
～
二
十
三
日
、
大
日
本
古
記
録
、

九
四
頁
）

藤
原
忠
平
の
日
記
で
あ
る
。
宇
多
法
皇
の
六
十
加
賀
に
際
し
、
興
福
寺
僧
等
、

ま
た
、
天
台
座
主
等
が
加
賀
巻
数
を
奉
上
し
た
と
い
う
も
の
。
少
将
と
は
藤
原

実
頬
で
、
彼
は
指
名
さ
れ
て
そ
の
任
に
当
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
専
任
の

係
で
あ
っ
た
か
で
あ
ろ
う
。

〇
　
八
日
、
従
大
内
山
、
差
嘉
種
朝
臣
、
有
愚
問
、

（
同
、
延
長
三
年
正
月
八
日
、
同
音
記
録
、
九
五
頁
）

宇
多
法
皇
よ
り
、
源
嘉
種
を
も
っ
て
債
子
に
恩
問
あ
っ
た
と
い
う
も
の
。
誰

で
も
い
い
よ
う
な
者
が
陵
に
遣
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
嘉
種
は
宇
多
法
皇
の

も
と
に
親
し
く
出
入
り
し
て
い
た
人
物
だ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
格
別
の
加
指
名

が
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

○
　
従
大
内
山
差
瀧
口
武
者
文
宝
保
埼
仰
追
賀
茂
粛
院
群
盗
入
来
之
由
、
又

差
伴
彦
頼
、
有
内
呵
晩
成
国
朝
臣
来
告
同
事
由
、
天
使
随
時
朝
臣
考

有
昨
夜
群
盗
事
・
勅
計
等
事
、

（
同
、
天
慶
十
年
二
月
二
十
七
日
、
同
音
記
録
、
二
四
三
頁
）
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「
差
」
の
第
一
例
は
、
宇
多
法
皇
が
瀧
ロ
の
女
宝
保
持
を
名
ざ
し
し
て
陵
者

と
し
・
事
件
に
つ
い
て
「
仰
迫
」
わ
さ
れ
た
と
い
う
も
の
。
第
二
例
は
、
伴
彦

頬
を
指
名
し
て
村
上
天
皇
の
伸
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
。

〇
　
三
日
・
或
説
云
、
佐
保
殿
不
当
南
方
者
、
仇
恕
下
御
悩
頗
有
小
間
考
今

日
欲
進
発
、
身
代
差
伊
里
奉
上
錦
五
色
幣
・
神
宝
・
舞
人
・
走
馬
等
、

（
九
暦
、
天
暦
元
年
二
月
三
日
、
大
日
本
古
記
垣
三
吉
．

藤
原
師
輔
の
日
記
で
あ
る
。
春
日
祭
に
、
師
輔
は
伊
デ
を
し
て
奉
幣
さ
せ
た
。

名
代
と
し
て
、
他
な
ら
ぬ
嫡
男
を
「
差
」
し
た
の
で
あ
る
。

○
公
忠
宿
祢
申
云
、
閲
荷
前
帥
之
侍
従
等
可
罪
之
法
、
式
条
巳
存
、
而
年
来

依
不
如
〔
法
脱
・
遜
被
乱
行
而
勤
事
之
者
巳
少
、
緩
怠
之
輩
巨
多
、

（
略
）
、
又
公
忠
宿
祢
申
云
、
可
充
帥
之
侍
従
井
内
舎
人
等
已
少
考
仰

云
、
依
例
可
差
高
年
之
人
、
又
至
千
内
舎
人
代
者
、
可
差
散
所
人
、

（
同
、
天
暦
元
年
十
二
月
十
三
日
、
同
古
記
垣
一
〇
四
重

荷
前
陵
の
侍
従
は
高
年
令
者
を
選
ん
で
任
命
せ
よ
、
内
舎
人
代
は
散
所
の
者

を
選
ん
で
任
命
せ
夫
と
あ
る
。
師
輔
の
仰
言
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
し

か
し
、
当
日
の
模
様
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〇
十
六
日
、
師
、
此
日
有
荷
前
事
、
（
略
）
、
公
忠
宿
祢
甲
云
、
侍
従
等
或

参
待
賢
門
申
障
由
、
或
不
申
故
嘩
其
替
可
被
定
行
司
仰
云
、
参
待
賢

ヽ
．
′
ヽ
′
．
ヽ
′
ヽ
′
ヽ
′
l

門
之
輩
早
融
馳
朝
実
検
考
但
長
官
障
所
者
、
諸
司
長
官
之
中
択
可
堪
之

i

！

し

者
克
之
考
外
記
是
連
中
云
、
依
先
日
三
日
、
而
内
舎
人
不
足
之
代
、
以

散
所
人
差
仰
之
、
而
或
申
障
由
、
或
罷
去
他
所
唱
因
之
猶
不
足
五
人
也
、

仰
云
、
（
略
）
、

（
同
、
天
暦
元
年
十
二
月
士
ハ
日
、
同
古
記
録
、
一
〇
四
、
一
〇
五
重

侍
従
達
は
、
や
は
り
故
障
を
申
し
立
て
た
の
で
、
師
輔
は
、
「
陵
」
を
コ
巴

わ
し
て
実
否
を
調
べ
よ
、
と
命
じ
た
。
や
む
え
な
い
場
合
は
、
代
り
の
者
を
選

び
、
指
名
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
長
官
に
か
ぎ
っ
て
は
諸
司
長
官
の
内
か
ら
適

切
な
人
物
を
選
ん
で
役
に
あ
て
よ
、
と
命
じ
て
い
る
。
こ
の
、
複
数
の
人
物
（

候
補
者
）
中
か
ら
「
択
可
堪
之
者
、
克
之
」
と
い
う
行
為
が
即
ち
、
「
差
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
　
春
日
祭
－
近
衛
府
駈
左
少
将
為
善
調
雑
具
申
障
之
代
右
馬
助
仲
静
、
忽
申

障
称
他
行
之
由
、
敢
不
参
云
々
、
因
之
瞥
口
人
等
、
為
申
其
由
参
陣
頭
、

ヽ
′
ヽ令

蔵
人
奏
、
仰
云
、
錐
無
先
例
、
不
可
黙
止
、
参
彼
杜
諸
大
夫
等
中
、
択

～

i

＿

ヽ

　

．

1

　

　

　

　

）

l

l

J

．

ヽ

其
人
可
差
仲
之
由
仲
通
参
社
外
記
所
者
、
（
略
）

（
同
、
断
簡
、
天
慶
九
年
十
一
月
八
日
、
同
古
記
録
、
一
七
九
亘
）

「
択
其
人
」
と
は
、
適
切
な
人
物
を
選
考
し
て
、
の
意
で
あ
る
。
こ
の
一
句

が
「
差
」
の
恵
昧
す
る
と
こ
ろ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

『
将
門
記
』
は
、

に
も
次
の
例
が
み
ら

確
の
嘉
に
近
し
い
聾
も
っ
て
い
る
が
、
。
。

。
最
醐
謂
醜
鞘
鈍
行
、
同
姓
氏
立
、
嘉
友
等
被

○
如
斯
騒
動
之
間
、
館
内
及
府
辺
、
悉
被
虜
領
、
融
劃
幹
了
野
追
長
官
於

官
堵
、

真
福
寺
諺
も
暢
守
敬
本
で
も
－
テ
、
－
シ
テ
と
し
か
仮
名
付
け
さ

さ

れ
て
い
な
い
が
、
竹
内
理
三
博
士
は
、
二
例
に
つ
き
「
差
し
て
」
と
訓
読
さ

二
㍉
圭
㍉
二
三
㍉
二
二
－

サ

読
む
点
で
は
梶
原
正
昭
氏
も
同
株
で
あ
る
。
だ
が
、
梶
原
氏
は
、
そ
の
節
一

例
を
「
派
遣
し
て
」
、
罪
二
例
を
「
（
屈
強
な
者
を
使
者
と
し
て
）
添
え
て
、

さ

簑
官
を
京
都
へ
追
放
さ
せ
た
。
）
」
と
〔
口
訳
〕
し
て
お
ら
れ
る
。
「
差
す
」

は
、
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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こ
縞
…
絹
律
綽
ル
繍
写
）
も
和
化
芸
に
よ
っ
て
い
る
が
、

フ

ル

　

サ

リ

　

　

　

ノ

　

　

　

ノ

ア

プ

リ

ヤ

ウ

　

　

ヨ

シ

　

　

　

ヨ

リ

サ

イ

　

／

　

ハ

ン

　

ク

イ

ノ

モ

ト

○
　
被
差
定
一
京
上
官
米
押
領
陵
之
由
　
只
今
従
税
所
判
官
代
許
一

レ
リ

申
来
　
（
三
一
行
目
）

返
状
に
は
、
こ
の
た
び
の
「
差
定
」
は
「
郡
司
書
生
之
問
有
所
伝
言
」
に
よ

っ
た
と
の
、
選
考
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
差
」
字
は
、
こ
の
他
に
も
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
ツ
カ
ハ
ス
と
付
訓
し
た
例
は
な
い
。
同
訓
が
付
さ
れ

て
い
る
の
は
「
迫
」
字
で
あ
る
。

先
顛
弓
　
現
ン
ノ
軋
一
　
（
七
〇
行
目
）

○
　
重
剖
軍
士
、
可
被
穐
防
戦
儀
欺
云
云

（
吾
妻
鏡
、
治
承
五
年
l
万
二
十
七
日
）

平
氏
の
大
将
軍
平
通
盛
、
維
盛
、
忠
度
等
が
数
千
餌
を
率
い
て
、
巳
に
尾
張

瑠
璃
髭
結
締
日
用
紺
璃
錮
慧
幣
試す

y
テ

と
あ
る
。

以
上
、
古
文
書
以
外
か
ら
若
干
例
を
引
用
し
た
。

五

『
色
葉
芋
類
抄
』
に
は
「
差
陵
也
」
と
の
用
法
が
示
さ
れ
て
い
た
。
『
消
息

詞
」
に
は
董
一
騎
畢
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
差
」
は
「
匝
」

と
連
合
し
て
み
え
る
こ
と
が
多
い
。
「
使
」
や
「
専
使
」
で
な
く
て
も
こ
こ

に
そ
う
し
た
役
目
を
与
え
ら
れ
た
人
物
が
位
置
す
れ
ば
、
同
じ
こ
と
か
も
し
れ

な
い
が
、
し
か
し
、
〓
ぺ
「
聖
海
陸
一
」
と
い
う
表
現
は
、
容
易
に
見
出

せ
な
い
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
「
差
」
と
「
専
使
」
と
の
結
び
つ
き
、
お
よ
び
、

「
差
」
と
「
使
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
「
差
」
の
意
味
、
用
法
を
知
る
ト
そ
、
ま

た
、
「
差
」
と
「
遺
」
と
の
相
違
を
知
る
上
で
、
か
な
り
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。

「
差
専
使
」
と
い
う
表
現
は
、
古
文
書
の
随
所
に
見
え
て
い
る
。
右
の

『
消
息
詞
』
の
背
景
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
被
大
納
言
垂
二
位
兼
行
左
近
衛
大
将
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
冬
嗣
宣

構
。
奉
　
勅
。
計
帳
公
文
宜
差
専
喝
自
余
之
事
一
同
前
符
考

（
太
政
官
符
、
弘
仁
十
三
年
四
月
十
五
日
、
類
翠
二
代
喝
巻
第
十
二
、

新
訂
増
補
国
史
大
系
、
前
篇
、
三
六
九
頁
）

○

こ
の
官
符
に
は
、
「
差
等
師
充
税
帳
陵
」
と
の
表
現
も
み
え
て
い
る
。

－

・

l

－

ヽ

j

r

．

t

O
　
の
其
為
差
専
陵
令
中
上
侯
了
、

（
玄
厳
宙
状
、
文
治
l
有
閑
七
月
二
十
六
日
、
鎌
倉
遺
文
一
・
九
一
百

〇
　
中
津
河
問
事
、
金
峯
山
詩
文
、
今
朝
差
専
使
進
上
候
了
、

（
大
乗
院
僧
正
実
尊
書
状
、
建
保
七
年
二
月
十
四
日
、
鎌
倉
遺
文
四
・
三

〇
八
頁
）

こ
う
し
た
「
差
専
陵
」
は
、
重
要
な
情
況
下
で
、
宗
の
陸
者
を
覧
す
る
、

の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
「
差
」
は
、
従
っ
て
、
「
遥
」
と
代
替
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
差
r
使
」
と
か
窟
二
官
使
－
」
と
か
と
し
て
み
え

る
の
も
右
に
準
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

○
　
応
進
上
物
事

右
、
前
蒙
恩
沢
延
期
巳
詑
、
然
為
進
件
物
、
潮
田
播
恥
、
今
以
消
息
且
到

来
語
云
、
（
略
）
、
然
別
今
月
廿
日
以
前
必
将
進
垣
又
為
催
此
物
差
l
呼

今
更
馳
遺
耳
、
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（
大
津
大
浦
啓
、
天
平
宝
字
二
年
九
月
四
首
、
霹
楽
遺
文
、
下
、
九
五
〇

頁
）

「
差
」
、
「
追
」
、
「
使
」
の
使
い
分
け
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

○
　
廿
九
日
王
子
。
剃
駈
都
於
石
清
水
神
社
奉
唱
告
文
弓
　
（
軽
故
是
均

従
五
位
下
行
王
殿
権
助
大
中
臣
朝
臣
国
雄
乎
割
田
天
礼
代
乃
大
幣
扁
平
制

捧
持
天
泰
出
須
．
（
略
）

（
日
本
三
代
実
鎚
、
巻
第
十
六
、
清
和
天
皇
、
貞
観
十
一
年
十
二
月
二
十

九
日
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
二
五
七
貢
）

同
十
二
年
二
月
十
五
日
の
告
文
、
十
一
月
十
七
日
の
告
文
な
ど
に
も
、
同
様
、

「
差
旋
己
と
み
え
る
。～

0
　
右
、
右
大
臣
宣
、
令
責
如
旧
可
打
勝
示
東
大
寺
所
領
板
蝿
玉
瀧
仙
黒
田
庄

．
1
1
1
．
．
1
t
i
l

宣
旨
、
差
使
発
追
加
件
、
国
宜
承
知
、
（
略
）

（
官
宣
旨
案
、
天
喜
四
年
閏
三
月
二
十
六
日
、
平
安
退
文
三
・
八
八
二
頁
）

○
　
是
日
。
領
帰
郷
客
使
多
治
真
人
守
善
等
引
客
徒
出
館
。
大
陸
揚
成
現
軍
竜

成
規
等
現
職
礼
牢
。
帰
本
土
毛
今
封
毎
朝
其
領
罵
　
（
略
）

（
日
本
三
代
実
録
、
巻
第
二
十
一
、
清
和
天
竜
貞
観
十
四
年
五
月
二
十

五
日
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
三
〇
九
頁
）－

　
　
0
　
　
　
　
～

○
　
広
田
社
申
狩
根
神
事
、
神
兇
寺
妨
事
、
差
官
使
、
無
為
可
令
遂
行
之
由
、

可
被
下
知
之
買
所
被
仰
下
侯
也
、
仇
執
達
如
件
、

（
某
卸
教
書
案
、
正
元
二
年
力
二
月
十
四
日
、
鎌
倉
退
文
十
一
・
三
八
五

貢
）

厨
を
（
に
）
さ
す
」
と
い
う
表
現
は
男
二
郎
に
も
み
ら
れ
た
が
、
こ
う
し

た
、
下
に
目
的
語
と
し
て
「
陵
」
や
「
（
人
物
）
」
を
伴
な
う
「
差
（
さ
す
と

は
、
そ
の
日
的
に
応
じ
て
最
も
適
切
な
人
物
を
任
命
、
指
名
す
る
、
の
意
で
あ

る
と
知
ら
れ
よ
う
。

て
た
辞
典
も
あ
る
く
ら
い
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
用
例
は
「
使
を
差
し
て
」
と

理
解
す
べ
き
で
あ
る
〔
補
任
〕
。
但
し
、
次
は
、
「
使
」
を
動
詞
「
つ
か
ふ
」
と

し
て
用
い
た
よ
う
で
あ
り
、
「
雑
役
に
サ
シ
ツ
カ
フ
可
し
」
と
解
釈
さ
れ
る
。

○
　
以
如
此
輩
可
劃
阻
進
官
留
国
雑
役
之
巧
無
国
不
言
。
髄
即
有
被
聴
許
。

（
太
政
官
符
、
延
草
一
年
四
月
十
一
日
、
類
翠
二
代
喝
巻
第
二
十
、
新

訂
増
補
国
史
大
系
、
後
篇
、
六
三
六
貢
）

ヴ
か

な
お
、
「
陵
」
を
「
追
は
す
」
と
表
現
し
た
例
も
散
見
し
て
い
る
。

。
詔
弓
（
略
）
而
け
思
笑
心
大
坐
ホ
依
誓
使
乎
迫
天
大
物
賜
布
。

（略）
（
日
本
三
代
実
録
、
巻
舞
二
十
一
、
清
和
天
皇
、
貞
観
十
四
年
五
月
二
十

二
日
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
三
〇
八
頁
）

○
　
望
請
官
裁
、
早
下
退
官
陵
寺
家
所
領
庄
等
、
堺
四
至
打
勝
示
、
永
停
止
入

国
陸
井
売
国
役
考

（
官
宣
旨
案
、
天
喜
四
年
四
三
月
二
十
六
日
、
平
安
遺
文
三
・
八
八
三
頁
）

ヽ
‘
′
．
、

○
　
雑
然
軋
阻
可
可
召
上
日
田
、
令
沙
汰
之
喝

（
法
印
某
苗
状
、
治
承
四
年
十
一
月
二
十
日
、
平
安
遺
文
八
・
三
〇
〇
八

亘
）
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○
研
官
某
位
某
姓
名
寺
山
副
1
‥
進
給
状
平
、
申
給
・
午
。

（
祝
詞
、
遷
奉
大
神
宮
祝
詞
、
日
本
古
典
文
学
大
系
・
四
四
六
頁
）

つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

右
は
、
従
来
、
「
さ
し
使
は
し
て
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
用

例
を
も
っ
て
「
さ
し
つ
か
わ
す
〔
差
（
し
）
．
追
（
わ
）
す
〕
と
い
ら
見
出
語
を
立

ヽ
p

㊦

つ
か
ひ
　
さ

○
　
若
夜
行
配
流
侯
者
、
被
下
造
別
加
圧
て
、
．
召
上
其
々
可
有
卸
沙
汰
嘩

（
源
頼
朝
昏
状
、
文
治
五
年
五
月
二
十
二
日
、
鎌
倉
遺
文
二
三
二
六
頁
）

○
　
自
今
以
後
追
実
検
使
孔
明
本
跡
、
（
略
）



（
初
成
敗
式
目
、
軍
二
十
六
条
⑳
）

○
　
是
八
幡
宮
寺
与
興
福
寺
雇
執
事
。
可
追
徴
使
之
匂
去
五
月
被
仰
両
方
之

処
。
（
略
）

（
五
萎
鏡
、
巻
琴
二
十
、
嘉
禎
元
年
七
月
二
十
四
日
、
新
訂
増
補
国
史
大

系
三
二
六
二
頁
）

○
至
於
朕
喝
而
無
一
乗
之
駈
以
通
和
残
尚
恐
王
国
知
之
末
琶
故
特
遣

使
持
竜
布
告
朕
童

（
蒙
古
国
牒
案
、
至
元
三
年
（
文
永
三
年
）
八
月
、
鎌
倉
遺
文
十
三
二

九
九
頁
）

構
文
上
、
「
差
…
…
使
」
と
「
遥
…
…
陵
」
と
は
類
似
し
て
い
る
が
、

「
差
」
と
「
追
」
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

六

「
差
」
は
、
他
の
語
と
適
合
し
て
、

差
遣
　
差
定
　
差
副
　
差
充
　
差
下
　
差
進
　
差
陵

と
い
っ
た
複
合
語
を
形
成
す
る
。
就
中
、
「
追
」
と
復
合
し
た
例
が
最
も
多
い
。

ヽ
′
．
ヽ

○
　
劃
矧
紺
非
違
垣
令
勘
諸
国
調
均
宿
□
所
□

（
貞
信
公
記
、
延
長
五
年
十
二
月
十
余
日
、
大
日
本
古
記
録
、
二
二
三
頁
）

○
　
左
大
臣
招
余
之
［
云
カ
］
・
将
一
人
差
遣
火
頃
可
令
守
護
恐
所
考

ヽ
′
r
ヽ

（
小
右
記
、
寛
弘
二
年
十
一
月
十
五
日
、
略
本
、
大
日
本
古
記
録
、
一
三

五

貢

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヲ

　

レ

ハ

〇
㌢
－
－
〔
菖
畢
一
郎
勘
車
現
今
一
里
一
昌
一
且
被
三

キ

ム

　

　

　

ヲ

禁
二
犯
人
－
尤
所
望
也

（
高
山
寺
本
古
往
来
、
八
三
行
目
）

○
　
差
遣
伊
豆
江
四
郎
、
警
固
志
摩
国
、

（
吾
妻
鏡
、
治
承
五
年
正
月
五
日
）

軍
氷
三
年
版
で
は
「
差
遣
」
と
の
付
訓
が
わ
。

サ
レ
ツ
カ
ハ
レ

「
差
追
」
は
「
さ
し
つ
か
は
す
」
と
い
う
和
語
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
目
的
に
相
応
し
て

人
物
を
選
び
、
こ
れ
を
派
遣
す
る
、
の
意
で
あ
る
。
「
さ
す
」
の
は
、
そ
の
陵

に
遣
わ
す
た
め
で
あ
り
、
一
方
、
「
つ
か
は
す
」
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
人

選
を
必
要
と
す
る
、
こ
こ
に
「
差
」
と
「
追
」
と
が
複
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
毒
に
、
「
つ
か
わ
す
、
派
迫
か
。
」
と
解
説

す
る
類
は
、
や
は
h
ソ
、
適
切
で
な
い
。
「
差
」
の
意
味
を
も
掛
酌
す
べ
卓
で

あ
ろ
う
。

類
例
は
枚
挙
に
逗
が
な
い
。
そ
の
他
の
複
合
語
に
つ
い
て
も
省
略
に
従
う
が
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
他
語
と
補
い
合
っ
た
複
合
形
の
方
が
重
宝
さ
れ
て
い

く
よ
う
に
も
み
う
け
ら
れ
る
。

七

以
上
、
古
文
司
　
お
よ
び
、
公
家
の
日
記
類
、
仮
名
文
学
作
品
な
ど
を
資
料

と
し
て
「
差
」
と
「
遣
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の
他
に
も
得
ら
れ
る
用

例
は
少
な
く
な
い
が
、
紙
面
が
な
い
の
で
そ
の
一
端
を
引
く
に
と
ど
め
た
。
本

稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

「
差
」
字
は
、
和
語
「
さ
す
」
を
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
つ
か
は
す
」

は
「
遺
」
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
。

「
差
尊
陵
」
と
い
う
表
現
は
あ
る
が
、
「
追
啓
陵
」
と
い
う
表
現
は
見
当
ら

な
い
。
二
語
間
の
意
味
上
の
相
違
が
、
こ
こ
に
端
的
に
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
即

ち
、
「
差
（
さ
す
）
」
と
は
、
「
陵
」
や
「
［
特
定
固
有
の
人
物
］
」
を
目
的

語
と
し
て
、
「
目
的
に
相
応
し
て
然
る
べ
き
人
物
を
選
考
し
、
指
名
す
る
」
と
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い
う
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
「
追
（
つ
か
は
す
）
」
と
は
、
そ

う
し
た
人
物
を
「
陵
に
や
る
、
派
遣
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
間
の

差
違
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
差
」
は
、
「
追
」
と
複
合
し
て
「
さ
し
つ
か
は
す
」
と
し
て
み
え
る
こ
と

も
多
い
。
こ
の
時
、
二
語
は
、
実
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
っ
た
も
の
か
と
合
点

さ
れ
る
。
二
語
間
の
混
同
は
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
関
係
か
ら
生
じ
て
き
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
、
類
縁
の
二
語
が
補
い
合
う
こ
と
に
よ
り
、
一

段
と
高
度
な
表
現
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

古
文
宙
は
、
従
来
、
読
み
に
く
い
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
読

者
の
側
に
も
多
分
の
責
任
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
慈
恵
的
な
訓
読

を
続
け
る
か
ぎ
り
、
そ
の
適
切
な
解
読
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
尾
張
国
解

文
」
に
み
た
よ
う
に
、
古
文
書
は
、
そ
の
作
成
時
点
に
お
い
て
、
既
に
、
一
定

の
ル
ー
ル
に
基
い
て
表
現
さ
れ
、
作
成
さ
れ
て
い
る
。
事
象
（
言
語
）
に
よ
っ

て
は
傾
向
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
る
が
、
従
っ
て
、
作
成
者
の
表
現
内
容
を
よ

り
正
確
に
読
み
取
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
ル
ー
ル
な
り
傾
向
な
り
を
、
ま
ず
、

帰
納
し
、
こ
の
後
、
そ
れ
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
古
文
雷
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
大
方
の
御
指
導
を
賜
れ
ば

幸
甚
で
あ
る
。

②
　
小
林
芳
規
「
上
代
に
お
け
る
書
記
用
漢
字
の
訓
の
体
系
」
、
『
国
語
と

国
文
学
』
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
。

同
「
国
語
史
料
と
し
て
の
高
山
寺
本
古
往
来
」
、
コ
南
山
寺
本
古
往
来

表
白
集
』
所
収
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
。

同
「
将
門
記
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
　
－
和
化
漢
文
と
そ
の
訓
読
と
の

相
関
の
問
題
⊥
、
『
日
太
政
文
学
史
論
考
』
所
収
、
昭
和
四
十
九

年
十
一
月
、
岩
波
番
店
刊
。

同
「
平
城
宮
木
簡
の
漢
字
用
法
と
古
事
記
の
用
字
法
」
、
『
石
井
庄
司

博
士
喜
寿
記
念
論
集
上
代
文
学
考
究
』
所
収
、
昭
和
五
十
三
年
五
旦

塙
宙
房
刊
。

③
改
訂
新
版
、
『
図
説
　
日
本
文
化
史
大
系
4
、
平
安
時
代
（
上
）
』

（
昭
和
四
十
一
年
二
月
、
小
学
館
刊
）
、
第
一
六
〇
図
（
写
真
）
、
一

四
九
頁
。

④
岳
「
第
二
ハ
○
図
の
参
考
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
写
環

⑤
　
『
図
説
　
日
本
文
化
史
大
系
　
別
巻
』
　
（
註
⑦
昭
和
四
十
三
年
九
月

刊
）
、
六
四
頁
。
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註

〔
付
記
〕
　
小
林
芳
規
先
生
の
御
高
説
に
導
か
れ
て
本
稿
を
成
し
た
。
記
し

て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
舞
で
あ
る
。

①
　
拙
稿
「
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
㌢
－
－
古
文
書
に
お
け
る
表
現
方
法
の

基
本
的
原
則
を
求
め
て
（
一
）
l
、
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
夢
二

相
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
。

⑪⑲　⑨　⑧⑦⑥
註

③

第
一
〇
九
図
（
写
真
）
、
一
〇
六
頁
U

註
Q
六
〇
頁
。

阿
部
猛
『
尾
張
国
解
文
の
研
究
』
、
昭
和
四
士
ハ
年
一
月
、
大
原
新
生

社
刊
。

『
図
説
日
本
の
歴
史
　
5
』
　
（
昭
和
四
十
九
年
、
集
英
社
刊
）
、
一
三

八
亘
の
所
掲
写
真
。

註
＠
一
三
六
頁
に
よ
る
。

小
山
登
久
「
太
政
官
符
の
文
章
　
－
奈
艮
時
代
の
資
料
を
対
象
に
⊥

『
大
坪
併
治
教
授
退
官
記
念
国
語
史
論
集
』
　
（
昭
和
五
十
一
年
五
月
、



表
現
社
刊
）
所
収
。

⑫
　
そ
れ
ぞ
れ
、
古
典
保
存
会
複
製
本
の
、
一
四
7
、
表
面
、
二
九
3
、
裏

面
。

⑬
佐
藤
進
一
『
古
文
書
学
入
門
』
　
（
昭
和
四
十
六
年
九
月
、
法
政
大
学
出

版
局
刊
）
、
六
四
百
㌢

⑲
　
竹
内
理
三
校
注
『
将
門
記
」
、
『
舌
代
政
治
社
会
思
想
』
　
（
『
日
本
思

想
大
系
8
』
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
岩
波
書
店
刊
）
所
収
、
三
二
ハ

頁
、
三
l
〓
頁
に
よ
る
。

⑮
頁
福
寺
本
は
古
典
保
存
会
複
製
本
、
八
八
行
目
、
三
二
三
行
目
。
揚
守

敬
本
は
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
複
製
本
、
一
亘
八
行
目
、
四
四
亘
八
行
目
。

⑯
註
⑭
一
九
二
亘
、
二
〇
九
頁
。

⑰
梶
原
正
昭
『
将
門
記
』
　
（
昭
和
五
十
年
十
一
月
、
平
凡
社
刊
）
、
節
一

冊
、
二
〇
頁
、
琴
一
冊
、
六
五
貢
。

⑬
小
林
芳
規
編
『
高
山
寺
本
古
往
来
干
、
『
高
山
寺
資
料
叢
書
　
琴
南
』

（
昭
和
四
十
七
年
三
月
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

⑲
峰
岸
均
他
『
寛
永
三
年
版
　
吾
妻
鑑
　
巻
節
二
　
漢
字
索
引
」

（
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
笠
間
書
院
刊
）
、
影
印
本
文
、
四
ウ
1
1
。

⑳
武
田
祐
吾
校
注
右
目
本
古
典
文
学
大
系
』
、
四
四
七
弓
太
文
。

苗
木
紀
元
『
祝
詞
』
　
（
昭
和
五
十
年
十
一
月
、
桜
楓
社
刊
）
、
一
三
四

貢
。
本
文
。

㊥
山
田
俊
雄
、
築
島
裕
編
修
『
改
訂
新
潮
国
語
辞
典
－
－
現
代
語
・
古
語

－
　
』
　
（
昭
和
四
十
九
年
九
月
、
新
潮
社
刊
）
、
七
九
四
頁
。

⑳
佐
藤
壁
、
池
内
義
資
編
者
世
法
制
史
料
集
竺
巻
』
　
（
昭
和
五

十
四
年
一
月
、
岩
波
古
店
刊
）
、
二
二
頁
。

⑳
註
㊧
一
ウ
1
。

⑳
註
＠
七
九
四
亘
。

〔
補
注
〕
　
伊
木
寿
一
著
『
増
訂
日
本
古
文
吾
学
』
に
、
「
し
ば
し
ば
用
い

さ
し
つ
か
わ
す

ら
れ
た
る
官
符
語
」
綾
と
し
て
さ
差
陵
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
三

二
貫
）
。
こ
れ
も
「
陵
を
（
に
）
差
す
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

－
弘
前
大
学
助
教
授
－

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

鑑
賞
日
本
の
古
典
　
5

枕
草
子
　
稲
賀
敬
二

大
　
鏡
　
今
井
源
衛

「
枕
草
子
」
は
、
同
書
中
か
ら
日
記
的
実
録
的
章
段
を
中
心
に
二
十
九
章
段

（
政
文
を
含
む
）
を
選
択
し
、
松
島
日
記
（
抄
）
を
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
口
語
訳

・
語
釈
・
鑑
賞
を
付
し
た
も
の
。
各
節
に
は
こ
れ
ま
で
本
誌
′
教
材
解
釈
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
′
等
で
著
者
の
示
さ
れ
た
新
見
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
鑑
賞
項
で

は
同
書
中
の
類
衆
的
章
段
・
随
想
的
童
段
を
関
連
さ
せ
て
取
り
扱
う
配
慮
も
な
さ

れ
て
い
る
。
世
に
同
類
の
書
は
多
い
が
、
日
記
的
実
録
的
葦
段
を
中
心
と
し
て
そ

れ
を
年
代
順
に
配
列
し
て
い
る
点
、
活
女
偽
作
松
島
日
記
を
取
り
上
げ
て
い
る
点

な
ど
か
ら
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
篇
か
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
に
貫
か
れ
て
い
る
。

本
書
に
併
せ
収
め
る
「
大
鏡
」
は
、
同
書
中
か
ら
序
（
前
半
）
・
大
臣
列
伝
（

時
平
・
師
芦
・
伊
芦
・
道
長
）
を
抄
出
し
、
口
語
釈
・
語
訳
・
鑑
賞
を
付
し
た
も

の
。尚

、
巻
末
に
参
考
文
献
解
題
、
な
ら
び
に
枕
草
子
年
表
、
枕
草
子
・
大
鏡
関
係

諸
家
系
図
、
大
鏡
外
戚
関
係
系
図
を
収
め
る
。

（
昭
和
五
十
五
年
五
月
一
日
、
尚
学
図
書
刊
、
四
六
判
五
一
二
頁
、
一
八
〇
〇
円
）
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